
大田市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和５年９月２９日 

 

大田市長 

 

大田市規則第４１号 

大田市消防団規則の一部を改正する規則 

大田市消防団規則（平成１７年大田市規則第１８９号）の一部を次

のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

消防団組織及び管轄区域並びに団員区分 

本部 団長 １ 

副団長 

大田地区 ３ 

温泉津地区 １ 

仁摩地区 １ 

団員 １９ 

合計 ２５ 

 

分団 管轄区域 
分団

長 

副分

団長 
部長 班長 団員 計 

大

田

地

区 

大田分団 大田町（長久分団の

管轄に属する区域を

除く。）、鳥井町の一

部 

１ １ １ ３ ３５ ４１ 

長久分団 長久町、大田町及び

久手町の一部 

１ １ １ ３ ３０ ３６ 

静間分団 静間町 １ １ １ ３ ２３ ２９ 

鳥井分団 鳥井町（大田分団及１ １ １ ２ １４ １９ 



び久手分団の管轄す

る区域を除く。） 

久手分団 久手町（長久分団の

管轄に属する区域を

除く。）、鳥井町の一

部 

１ １ １ ４ ３８ ４５ 

波根分団 波根町 １ １ １ ２ １９ ２４ 

川合分団 川合町 １ １ １ ３ ２６ ３２ 

久利分団 久利町 １ １ １ ２ １５ ２０ 

朝山分団 朝山町 １ １ １ ２ １２ １７ 

富山分団 富山町 １ １ １ ３ １８ ２４ 

山口分団 山口町 １ １ １ ２ １１ １６ 

多根分団 三瓶町多根 

三瓶町野城 

１ １ １ ２ １０ １５ 

池田分団 三瓶町池田 

三瓶町小屋原 

１ １ １ ２ １６ ２１ 

志学分団 三瓶町志学 

三瓶町上山 

１ １ １ ２ １２ １７ 

五 十 猛 分

団 

五十猛町 １ １ １ ４ ２７ ３４ 

大屋分団 大屋町 １ １ １ ２ １１ １６ 

大森分団 大森町 １ １ １ ２ １４ １９ 

水上分団 水上町 １ １ １ ２ １６ ２１ 

祖式分団 祖式町 １ １ １ ２ １２ １７ 

大代分団 大代町 １ １ １ ４ ２０ ２７ 

計  ２０ ２０ ２０ ５１ ３７９ ４９０ 

温

泉

津

地

温 泉 津 分

団 

温泉津町温泉津 

温泉津町上村 

温泉津町小浜 

温泉津町飯原 

１ １ １ ４ ３３ ４０ 



区 湯里分団 温泉津町西田 

温泉津町湯里 

１ １ １ ４ ２４ ３１ 

井田分団 温泉津町井田 

温泉津町太田 

温泉津町荻村 

温泉津町福田 

１ １ １ ５ ３０ ３８ 

福波分団 温泉津町今浦 

温泉津町福光 

温泉津町吉浦 

１ １ １ ４ ２０ ２７ 

計  ４ ４ ４ １７ １０７ １３６ 

仁

摩

地

区 

仁万分団 仁摩町仁万 

仁摩町天河内の一部 

１ １ １ ４ ４０ ４７ 

宅野分団 仁摩町宅野 １ １ １ ３ ２２ ２８ 

大国分団 仁摩町大国 

仁摩町天河内の一部 

１ １ １ ３ ２１ ２７ 

馬路分団 仁摩町馬路 １ １ １ ３ ２１ ２７ 

計  ４ ４ ４ １３ １０４ １２９ 

分団合計  ２８ ２８ ２８ ８１ ５９０ ７５５ 

 

 団長 
副団

長 

分団

長 

副分

団長 
部長 班長 団員 計 

団本部 １ ５     １９ ２５ 

分団   ２８ ２８ ２８ ８１ 
５９

０ 

７５

５ 

合計 １ ５ ２８ ２８ ２８ ８１ 
６０

９ 

７８

０ 

附 則 

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 


